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定刻になりましたので、平成３０年６月の定例会を開催したいと思います。 
欠席者はありません。上村主監は学校訪問のためおりませんのでよろしくお願

いします。 
今回の署名委員は宮地委員です。よろしくお願いします。 
今日の提出議案は８号までになります。 
議案に入る前に議事録の承認、確認したいと思います。  
おはようございます。 
６月の議案を送付した際に、５月の定例会の会議録と４月、５月のホームペー

ジに公開用の会議録を送らせてもらいました。運営協議会の委員に関する所の

案件が非公開という部分にいかなかったので公開するようになります。 
訂正等がありませんでしょうか。   
ありません。  
ありがとうございました。 
それでは議案第１号をお願いします。  
議案第１号「平成３０年度香美市鏡野中コミュニティ・スクール設置推進委員

の委嘱について」  
（議案説明）  
鏡野中学校で一人追加という事になっています。 
鏡野中ＰＴＡの副会長です。  
（採決） 
ご異議はありませんか。 
ないようですので承認いたします。 
続きまして議案第２号をお願いします。 
 

議案第２号「香美市少年育成センター育成部育成補導委員の委嘱について」  
（議案説明）   
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（質疑応答概要） 
任期が６月１日からですが、５月２８日の定例会にかからなかった理由を教え

てください。  
はい、宝町子ども会の御世話をしてくださる方の異動とかあり、この地域で推

薦状を出していただいたのが５月２８日付で推薦を出していただいたので、６

月の定例会に提案させていただきました。  
（採決） 
よろしいでしょうか。 
他にご意見、ご異議はありませんか。 
ないようですので承認いたします。 
続きまして議案第３号をお願いします。  
議案第３号「香美市立図書館建設等検討委員会委員の退任及び委嘱について」  
（議案説明）  
（質疑応答概要） 
新任の方の工科大図書館での役職はなんですか。  
一番長い人です。開学前の図書をつくっていく時からです。  
そうすれば専門でずっと携わっているのですね。 
分かりました。   
（採決） 
他にご意見、ご異議はありませんか。 
ないようですので承認いたします。 
続きまして議案第４号をお願いします。  
議案第４号「香美市立図書館運営規則の一部を改正する規則の制定について」  
（議案説明）   
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（質疑応答概要） 
これは「読み聞かせ」をするために５冊から１０冊に増冊しましたか。それと

も本の貸し出しを沢山したいということもあるのですか。  
はい、そうです。基本的に子どもに読み聞かせをする保護者の方から、毎日１

冊は読んであげたいということで、１週間のうちに仕事が休みの日曜日にしか

図書館に来られないのに本の貸し出し数が最大５冊までだと少ないです。 
県立図書館や市民図書館は一回につき「２０冊まで」借りられ、他の市町村が

「１０冊」というところが結構あり、「５冊」というのは部外者とか、市外の人

達の制限をかけた数である事が多く、香美市は少ないという事で１０冊に上げ

ました。大人の方は１０冊も量が多く読めないので、主に子どもと保護者の要

望になります。  
それでは９条と１３条の改正は、直接繋がりはないんですよね。  
特に繋がりはありません。  
新しい図書館になれば色々しなければならないし、雑談をする人とかもいるで

しょうしね。  
（採決） 
他にご意見、ご異議はありませんか。 
ないようですので承認いたします。 
続きまして議案第５号をお願いします。  
（議案第５、６、７号は非公開案件審議）  
議案第５号「通学区域（校区）外通学について」 
議案第６号「通学区域（校区）外通学について」 
議案第７号「準要保護児童生徒の認定（新規）について」  
（原案のとおり承認）   
続きまして議案第８号をお願いします。  
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議案第８号「香美市部活動指導員の任命について」  
（議案説明）  
（質疑応答概要） 
今まではふれんどの専門がいるので入ってもらっていたのですが、重ねること

は出来ないので全く違う人をという事です。  
副業は大丈夫ですか。  
はい、学校の方にも確認を取っています。  
仕事のローテーションと部活の時間がかみ合うかなと思いましたが、大丈夫で

すか。  
はい。  
部活は大体４時半とかからですか。  
４時半ぐらいなので、５時くらいに終わっていくのではないかと思います。  
この指導員については研修も受けながら、ということなので、教員の替わりが

出来るというしっかりした配置ですので、こういう形が増えていけばいいなあ

と思っています。ただ、県の情報によると鏡野中学校で２人とか３人まで行く

かどうか分かりませんが増やしてくれる規模が鏡野中ぐらいの規模でないと入

ってこないので出来るだけたくさんお願いしたいなと思っています。 

 

時給は決まっているのですか。 

 

時給は県の方から 1,600円以内に決められていますのでそれに合わせています。 

 

県の負担は何％ですか。 

 

県は３分の２です。一部、２分の１のところもあります。 

 

 



 
教育長               （採決） 

ご異議はありませんか。 
ないようですので承認いたします。 
本日の案件はすべて終了いたしました。               （閉会時刻 午前９時２７分） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


